
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和６年１１月２１日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 にしだ亮太

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

道路や公園整備について

⑴ 市道及び県道の街路樹の管理を所管しているのはどこ

か。

⑵ 街路樹や各公園に植えられている樹種は、誰がどのよ

うな方法で選定しているか。

２

介護人材の確保について

⑴ 市内にある介護保険サービス事業所で働いている方の

人数は把握しているか。

⑵ 市内にある介護保険サービス事業所で働いている方の

うち、特定技能外国人の人数は把握しているか。

３

通学路の安全対策について

⑴ 新たに通学路として設定するときのルートの選定や変

更する際の最終決定権者は誰か。

⑵ 通学路に係る問題について、本市が介入できることが

あるとするならば、どこまでの範囲か。


